
 

令和６年度 第７回 直江津区地域協議会 
 

 次 第 
 

日時：令和6年12月10日（火）午後6時30分～   

会場：レインボーセンター 3階 第三会議室  

         

 
 

１ 開  会 

 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

 

３ 議  題 

   【自主的な審議】 

    ・自主的審議について 

  

 

 

 

４ そ の 他 

・次回地域協議会 

 令和７年  月  日（ ）午後６時３０分～ レインボーセンター 

 

 

 

５ 閉  会 



地域協議会は、地域住民としての観点から地域の課題や地域の活性化などについて

話し合います。このため、自主的な判断で区内の課題等について話し合うこととなり

ます。 

話し合った結果については、その内容に応じて、区内で活動している団体に協力・

連携を求めるほか、市長に意見書を提出し、市政での実現を求めていくことができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主的な審議とは 

自主的な審議の流れ 

①地域課題などへの気付き 

地域協議会委員が把握した情報 現地視察による現状把握 

地域で活動する団体との意見交換 町内会長との意見交換 

地域住民からの情報 市からの情報 など 

②地域協議会での協議 

委員からの提案等 

地域協議会として話し合いを行うかどうかを相談 

③審議の開始 

地域の関係者や市からの情報収集 

話し合うこととした場合 

必要に応じた地域との意見交換 

課題解決策や活性化策の協議 

(例) 
地域の中だけでは対
応が難しく、市の制
度や事業の創設、変
更などが必要なもの 

(例) 
地域の中で対応する
ことが望ましいもの 

意見書の提出 
地域内での解決に向けた活動 

地域独自の予算事業の活用 など 

「上越市地域協議会委員の手引き」を基に作成 

資料 No.1 


